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独立行政法人労働政策研究・研修機構中期目標 

 
 
第１ 中期目標の期間 

 

   独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第２９条第２項第１号の中期目標の期間

は、平成１５年１０月から平成１９年３月までの３年６箇月とする。 

 

第２ 業務運営の効率化に関する事項 

 

   通則法第２９条第２項第２号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりとする。 

・ 一般管理費等については、効率的な利用に努め、平成１８年度において、平成１４

年度と比べて２５％に相当する額を節減すること。また、業務経費については、毎年

度１．３％の節減を図ること。 

・ 「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、平成１８

年度以降の５年間において、国家公務員に準じた人件費削減の取組を行うこと。これ

を実現するため、現中期目標期間の最終年度までの間においても、必要な取組を行う

こと。 

併せて、国家公務員の給与構造改革も踏まえ、給与体系の見直しを進めること。 

 

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

 通則法第２９条第２項第３号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上

に関する事項は、次のとおりとする。 

 

１ 労働政策についての総合的な調査研究 

 

    現在、我が国が直面する別紙に掲げる中長期的な労働政策の課題に係る調査研究テー

マのほか、行政及び国民各層のニーズを踏まえたテーマについて、政策の企画立案等に

資する質の高い成果を出していると認められること。 

    特に次の具体的な目標の達成を図ること。 

（１）政策の企画立案等に資するために、中期目標期間中において一定の外部評価を受

けた研究成果の発表を１２０件以上とすること。 

     （１３年度及び１４年度の平均 年２６件） 

（２）調査研究事業について、有識者を対象としたアンケート調査により、３分の２以

上の者から「有益である」との評価を得ること。 

 

２ 労働事情・労働政策に関する情報の収集・整理 

 

    労働に関する政策研究や政策議論に資するよう、内外の労働事情、各種の統計データ
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等を機動的に収集・整理すること。 

 

３ 研究者・有識者の海外からの招へい・海外派遣 

 

    各国で共通する労働分野の課題について、各国の研究者、研究機関とネットワークを

形成し、相互の研究成果の交換、活用を図ることによって、労働問題の情報を共有し、

政策の企画立案等に貢献すること。 

 

４ 調査研究結果等の成果の普及・政策提言 

 

      調査研究等の成果を迅速に関係者に情報発信することにより、その普及を図るととも

に、調査研究等の成果を積極的かつ効果的に活用し、定期的に政策論議の場を提供する

こと。 

    特に次の具体的な目標の達成を図ること。 

（１）調査研究等の成果について、ニュースレターを月１回以上、メールマガジンを週

２回以上、関係者に情報発信すること。 

（２）中期目標期間中におけるホームページへのアクセス件数を２，１００万件以上と

すること。 

     （１２年度から１４年度までの平均 年４５６万件） 

（３）中期目標期間中におけるフォーラム、国際シンポジウム等の開催のべ件数を３９

件以上とすること。 

 

５ 労働関係事務担当職員その他の関係者に対する研修 

 

    研究員による研究成果を活かし、第一線の労働行政機関で実際に役に立つ能力やノウ

ハウが取得できる研修を効果的に実施すること。 

併せて、研修の場を通じて、労働行政の現場で生じている問題や第一線の労働行政機

関の担当者の問題意識を吸い上げ、研究に活かすこと。 

    特に次の具体的な目標の達成を図ること。 

・ 研修生に対するアンケート調査により、毎年度平均で８５％以上の者から「有意

義だった」との評価を得ること。 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

 

   通則法第２９条第２項第４号の財務内容の改善に関する事項は、次のとおりとする。 

・ 「第２ 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に配慮した中期計画の予算

を作成し、当該予算による運営を行うこと。 
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（別紙） 

 

【労働政策の課題に係る調査研究テーマ】 

 

 

①失業の地域構造分析 

 

②労働条件決定システムの再構築 

 

③我が国における雇用戦略 

 

④多様な働き方を可能とする就業環境及びセーフティネット 

 

⑤企業の経営戦略と人事処遇制度等の総合的分析 

 

⑥職業能力開発に関する労働市場の基盤整備 

 

⑦仕事と生活の調和を可能とする社会システムの構築 

 

⑧総合的な職業情報データベースの開発 

 

⑨ホワイトカラーを中心とした中高年離職者等の再就職支援 

 

 

 


